
重要事項説明書 

1.  訪問看護事業所の概要 

法人名称 株式会社 INNOVEL HEALTHCARE 

代表者 石野 政道 

所在地 愛知県名古屋市緑区鎌倉台一丁目211番地 

連絡先 TEL：052-829-1477    FAX：052-829-1478 

 

 

2.  事業所の概要 

① 事業所の所在地等 

事業所名 訪問看護ステーション イノベル茨城 

所在地 茨城県つくば市東新井20-5 グローバル5 102号 

連絡先 TEL： 029-875-7673 FAX : 029-875-7674 

管理者名 小林 純子 

サービス種類 指定訪問看護 

事業所番号 2090420 

サービス提供地域 つくば市・古河市・筑西市・取手市・常総市・牛久市・土浦市・ひたちなか市 

 

② 事業の目的・運営方針 

事業の目的 主治医が訪問看護の必要を認めた方に対し、適切な訪問看護サービスを提供することを目

的とする。 

運営の方針 心身の特徴を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに自立生活の確

保を重視した在宅療養・施設療養ができるように支援する。 

また、関係市町村や地域の保険・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めるものとする。 

 

③ 職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 

管理者 看護師 1名 0名 1名 

看護師 看護師 (1名管理者と兼務) 4名 0名 4名 

理学療養士・作業療法士・言語聴覚士：適応数（必要に応じて雇用する） 

 

④  営業日・営業時間 

営業日  日曜日～土曜日（12月30日から翌１月３日は休み） 

営業時間 午前９時から午後6時まで 

 

 

3. サービスの内容 

医療的ケア、療養上の世話、病気治療のための看護、心身の健康状態の把握、医療面における助言、ターミナルケア 
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4.  利用料金 

① ご利用料金は厚生労働大臣の定めに基づき、ご利用者さまの負担割合に応じた金額を請求いたします。 

② 日用品費・物品・その他材料費等の費用は別途自費にて請求いたします。 

③ ご利用料金の詳細に関しましては、別添の料金表をご確認ください。 

④ 利用料金などのお支払方法 

 

毎月月末締め、当該月分のご利用料金を翌月１５日までに請求しますので、２６日までにあらかじめ指定された方法で

お支払いください。 請求方法は基本口座振替をお願いしています。 

⚫  口座振替（毎月２６日） 

⚫  振り込み（振込手数料は本人負担） 

口座振替の場合は、株式会社 INNOVEL HEALTHCAREの指定する用紙にご記入の上、事業所へご提出ください。

またその際は、引き落とし先の通帳と銀行印をご用意ください。 

 

 

5.  緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治

医・救急隊・親族・居宅介護支援事業所など、関係各位へ連絡いたします。 

 

主治医 

病院名  

主治医氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名                                        （続柄：           ） 

連絡先  

緊急連絡先 
氏名                                        （続柄：           ） 

連絡先  

主治医・ご家族などへの 

連 絡 基 準  

 

 

 

 

 

6.  虐待防止のための措置  

事業所は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行う

とともに、職員に対し虐待防止を普及・啓発するための研修を実施する等の措置を講じます。  

（１） 事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。  

（２） 当該事業所職員又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる

利用者を発見した場合は、速やかにこれを区市町村に通報します。  

（３） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図り

ます。  

（４） 事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。       虐待防止責任者： 管理者 小林純子 
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7. 身体的拘束等の適正化のための措置  

事業所は利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行ってはならな

いこととし、以下の対策を講じます。  

（１） 身体的拘束を行う場合には主治医及び他機関と連携を図り、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。  

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備いたします。  

（３） 身体的拘束などの適正化のための委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図り

ます。  

（4） 職員に対して身体的拘束等の適正化のための研修等を定期的に実施します。 

 

 

8.  ハラスメントの防止  

当事業所は、利用者に対して安定した支援サービスを提供するため現場で働く職員の安全確保と安心して働き続

けられる労働環境が築けるよう、ハラスメントの防止に向け取り組みます。 

 

（1）職場内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記

の行為は組織として許容しません。  

①  身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為  

②  個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③  性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象となります。  

（２） ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、ハラスメント防止委員会により、

再発防止策を検討します。  

（３） 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、 定期的に話し

合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。  

（４） ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善、 利用契約の解

約等の措置を講じます。 

 

 

9.  感染症対策について 

事業所において感染症の発生、又は蔓延しないように次に掲げる措置を講じます。 

職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び 備品等について、衛生的

な管理に努めます。  

（１） 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備いたします。  

（２） 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的 に開催し、その

結果について、職員に周知徹底を図ります。  

（３） 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
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10. 事業継続に向けた取り組みについて  

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、業務継続計画に従い必要な措

置を講じます。 

（１） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定 期的に実施します。  

（２） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

11.  事故発生時の対応方法 

利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに主治医、担当相談事業所、関係市町村や利用

者家族等に必要な連絡をするとともに必要な処置を講じます。事故の状況や処置について記録を行い、賠償すべき事故

が発生した場合は速やかに損害賠償を行います。 

 

 

12.  苦情相談窓口 

ご利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者 

① 連絡先    訪問看護ステーション イノベル茨城 

         電話029-875-7673  ＦＡＸ029-875-7674 

② 担当者名  管理者 小林 純子 

受付曜日と時間  日曜日から土曜日、9：00～１８：００ （ただし、12月30日～翌1月3日を除く） 

 

 

13.  秘密の保持と個人情報の保護について 

〈個人情報保護に関する方針〉 

訪問看護ステーション イノベル茨城は、個人情報保護に関する法律を遵守して、個人の権利・利益を保護するために次

のとおり個人情報保護に関する方針を定めて実施します。 

 

1. 個人情報は適正な取得に努めます。 

2. 個人情報の安全管理体制を整備します。万が一、漏洩、紛失、不正アクセス、破壊など問題発生時には速やかに対

処します。 

3. 従業員の個人情報保護に関する教育を徹底します。また雇用契約時に離職後も含めて守秘義務を遵守させます。 

4. 個人情報は利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはありません。利用目的を達成するためには正確・

最新の内容を保ちます。 

通常必要と考えられる個人情報の範囲は訪問看護の提供に必要な情報です。 

なお、利用目的の中で同意しがたい事項がある場合は、いつでも変更できますので意思表示をしていただきます。

意思表示がない場合は同意が得られたものとします。 

5. 個人情報を第三者に提供する際は、予めご本人又はその家族の同意を文書で得ます。 

ただし、他の事業者であるが、都道府県等外部監査機関などは第三者に該当しないため同意を文書で得ないこと

もあります。 

6. 個人情報の開示を求められた場合は、当訪問看護ステーションの情報提供の手続きに従って開示します。また、この

秘密を保持する業務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

 

 

 


